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町 か ら のお 知 ら せ

介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

●問い合わせ先　税務町民課　☎ 62-2114

区分 医療分 後期高齢者支援金分 介護保険分 子ども・子育て
支援金分 (新設 )

令和７年度 令和８年度 令和７年度 令和８年度 令和７年度 令和８年度 令和８年度

税
率

所得割 6.57％
据え置き

2.37％
据え置き

2.14％
据え置き

０.27％
均等割 21,300 円 7,300 円 9,200 円 1,400 円
平等割 15,600 円 5,700 円 4,600 円 800円

課税限度額 66 万円 67万円 26万円 変更なし 17万円 変更なし ３万円

介護保険分は40歳以上65歳未満の方のみ。子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の方のみ。

軽減区分
低所得者に対する均等割および平等割の税額軽減該当の要件
令和７年度 令和８年度

７割軽減 世帯所得額が43万円＋10万円×（給与所得者等※の
人数－1）以下の世帯 改正なし

５割軽減 世帯所得額が43万円＋30万5千円30万5千円×（被保険者数）
＋10万円×(給与所得者等※の人数－1）以下の世帯

世帯所得額が43万円＋31万円×（被保険者数）
＋10万円×（給与所得者等※の人数－1）以下の世帯

２割軽減 世帯所得額が43万円＋56万円×（被保険者数）
＋10万円×（給与所得者等※の人数－1）以下の世帯

世帯所得額が43万円＋57万円×（被保険者数）
＋10万円×（給与所得者等※の人数－1）以下の世帯

　

令
和
８
年
度
の
国
民
健
康
保
険

税
に
つ
い
て
、
改
正
点
な
ど
次
の

通
り
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
な

お
納
税
通
知
書
は
例
年
通
り
、
７

月
中
旬
頃
に
発
送
予
定
で
す
。

【別表１】

国
民
健
康
保
険
税
で
は
世
帯

の
所
得
額
（
世
帯
主
お
よ
び
国
保

加
入
者
の
所
得
の
合
計
額
）
に
応

じ
て
一
人
あ
た
り
に
課
さ
れ
る
均

等
割
額
と
、
一
世
帯
あ
た
り
に
課

さ
れ
る
平
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。

　

令
和
８
年
度
で
は
国
の
法
改
正

【別表２】

現
行
税
率
は
据
え
置
き

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度

に
も
と
づ
く
納
付
金
の
開
始

低
所
得
者
へ
の
軽
減
措
置

※給与収入が55万円を超える方、公的年金収入が60万円（65歳未満）又は125万円（65歳以上）を超える方。

　

令
和
６
年
６
月
に
国
で
可
決
法

制
化
さ
れ
た
「
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
金
制
度
」
の
納
付
が
令
和
８

年
度
分
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
社
会
保
険
、
国
民
健
康

保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
な

ど
全
て
の
公
的
医
療
保
険
の
加
入

者
か
ら
支
援
金
を
徴
収
し
国
へ
納

付
す
る
新
し
い
制
度
で
、
児
童
手

当
の
拡
充
な
ど
、
子
ど
も
や
子
育

て
世
帯
を
社
会
全
体
で
支
え
る
全

世
代
型
の
財
源
拠
出
制
度
で
す
。

●問い合わせ先　福祉こども課 ☎ 62-2210

　

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
方
法

は
口
座
振
替
を
原
則
と
し
て
い
ま

す
。
口
座
振
替
は
納
付
の
手
間
が

省
け
る
だ
け
で
な
く
、
納
め
忘
れ

も
な
く
安
心
で
す
。
納
税
通
知
書

に
口
座
振
替
依
頼
用
の
は
が
き
が

同
封
さ
れ
て
い
る
方
は
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

口
座
振
替
に
よ
る
納
付

【別表】

介護保険料は何歳から払うの？
　介護保険料は、満40歳から徴収が始まり、生涯を通じて納めます。満40歳から
満64歳までの方（第２号被保険者）の保険料は、加入している医療保険の保険料
に上乗せして徴収されています。満65歳以上の方の介護保険料は市区町村が徴収
しています。

　

介
護
保
険
制
度
は
、
国
・
県
・

町
が
負
担
す
る
公
費
と
、
皆
様

が
納
付
す
る
介
護
保
険
料
を
財

源
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、
３
年
毎
に

計
画
を
見
直
し
、
基
準
額
が
決

め
ら
れ
ま
す
。
令
和
８
年
度
は

第
９
期
（
令
和
６
〜
８
年
度
）

保
険
料
で
す
。

　

な
お
、
令
和
８
年
度
介
護
保

険
料
決
定
通
知
書
は
７
月
10
日

㈮
に
発
送
予
定
で
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、
本
人
や
同

じ
世
帯
の
人
の
町
民
税
の
課
税

状
況
や
本
人
の
収
入
・
所
得
金

額
な
ど
に
応
じ
て
所
得
段
階
を

区
分
し
ま
す
。

　

各
段
階
の
対
象
者
と
保
険
料

（
年
額
・
月
額
）
に
つ
い
て
は
【
別

表
】
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

所
得
段
階
を
区
分
す
る

基
準
金
額
の
見
直
し

介
護
保
険
制
度
と
は

介
護
保
険
料
の
納
め
方
は
、

特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
の
２
種
類

で
す
。

①
特
別
徴
収
：
年
金
が
年
額
18
万

円
以
上
の
方
は
、
介
護
保
険
料
の

年
額
を
６
回
に
分
け
て
年
金
か
ら

引
き
落
と
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
年
度
途
中
で
資
格
取

得
さ
れ
た
方
（
65
歳
に
な
ら
れ
た

方
や
転
入
さ
れ
た
方
等
）
は
、
年

金
が
年
額
18
万
円
以
上
で
あ
っ
て

も
特
別
徴
収
の
手
続
が
完
了
す
る

ま
で
の
間
は
、
普
通
徴
収
と
な
り

ま
す
。

②
普
通
徴
収
：
年
金
が
年
額
18
万

円
未
満
の
方
は
、
役
場
・
金
融
機

関
の
窓
口
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
、　

窓
口
納
付
か
口
座
振

替
な
ど
の
方
法
で
介
護
保
険
料
の

保
険
料
の
納
め
方

令
和
８
年
４
月
か
ら
、
第
１
・

２
段
階
、
第
４
・
５
段
階
を
区
分

す
る
基
準
金
額
が
、「
80
万
９
千

円
」
か
ら
「
82
万
６
５
０
０
円
」

に
変
わ
り
ま
し
た
。

現
在
の
国
民
健
康
保
険
事
業

は
、
平
成
30
年
に
制
度
改
正
が
行

わ
れ
、
県
が
財
政
運
営
の
責
任
主

体
と
な
り
事
業
を
実
施
し
て
い
ま

す
。「
福
島
県
国
民
健
康
保
険
運

営
方
針
」
で
は
、
県
内
ど
こ
に
居

住
し
て
も
同
じ
所
得
で
あ
れ
ば
同

じ
保
険
税
額
と
す
べ
き
と
い
う
考

え
方
の
も
と
、
３
年
後
の
令
和
11

年
度
に
県
内
の
全
市
町
村
の
国
民

健
康
保
険
税
率
を
統
一
化
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

　

県
が
示
す
統
一
化
の
標
準
税
率

を
見
据
え
、
今
後
は
段
階
的
に
改

正
を
実
施
し
て
い
く
見
込
み
で
す

の
で
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

今
後
の
国
民
健
康
保
険
税
率

　

町
で
は
、
運
営
主
体
で
あ
る
県

か
ら
示
さ
れ
た
標
準
保
険
税
率
や

運
営
交
付
金
な
ど
を
参
考
に
諮
問

審
議
し
、
医
療
保
険
分
・
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
・
介
護
保
険
分
の

各
保
険
税
率
に
つ
い
て
、
令
和
７

年
度
と
同
率
と
し
、
据
え
置
く
こ

と
と
し
ま
し
た
。

　

国
民
健
康
保
険
で
は
こ
れ
ま
で

「
医
療
保
険
分
」、「
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
」、「
介
護
保
険
分
」
の

３
つ
の
項
目
で
構
成
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
令
和
８
年
度
よ
り
「
子

ど
も
子
育
て
支
援
金
分
」
の
４
項

目
と
な
り
ま
す
の
で
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

国
の
法
改
正
に
よ
り
令
和
８

年
度
の
医
療
保
険
分
の
課
税
限
度

額
が
現
行
の
66
万
円
か
ら
67
万
円

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
後
期
高

齢
者
支
援
金
分
と
介
護
保
険
分
の

限
度
額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
追
加
さ
れ
た
子
ど
も
子
育

て
支
援
金
分
の
限
度
額
は
３
万
円

と
な
り
ま
す
。詳
細
に
つ
い
て
は
、

【
別
表
１
】
を
ご
覧
下
さ
い
。

課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

に
よ
り
軽
減
措
置
に
係
る
判
定
所

得
基
準
額
が
一
部
改
正
さ
れ
ま
し

た
。
詳
細
は
【
別
表
２
】
を
ご
覧

下
さ
い
。

所得段階 対　象　と　な　る　方 基準額に
対する割合

年額保険料
（月額保険料）

第１段階 本
人
が
町
民
税
「
非
課
税
」

同
じ
世
帯
の
全
員
が

町
民
税
非
課
税

・生活保護を受給している人
・老齢福祉年金を受給している人または本人の前年の「合計所得金
額」と「課税年金収入額」の合計が82万6,500円以下の人

基準額
× 0.285

22,920円
(1,910円)

第２段階 本人の前年の「合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が82万
6,500円を超えて120万円以下の人 × 0.485 39,000円

(3,250円)

第３段階 本人の前年の「合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が120
万円を超える人 × 0.685 55,080円

(4,590円)

第４段階 同
じ
世
帯
に

町
民
税
課
税

の
方
が
い
る

本人の前年の「合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が82万
6,500円以下の人 × 0.90 72,360円

(6,030円)

第５段階 本人の前年の「合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が年額
82万6,500円を超える人 基準額 80,400円

(6,700円)

第６段階

本
人
が
町
民
税
「
課
税
」

本人の前年の「合計所得金額」が120万円未満の人 × 1.20 96,480円
(8,040円)

第７段階 本人の前年の「合計所得金額」が120万円以上210万円未満の人 × 1.30 104,520円
(8,710円)

第８段階 本人の前年の「合計所得金額」が210万円以上320万円未満の人 × 1.50 120,600円
(10,050円)

第９段階 本人の前年の「合計所得金額」が320万円以上420万円未満の人 × 1.70 136,680円
(11,390円)

第10段階 本人の前年の「合計所得金額」が420万円以上520万円未満の人 × 1.90 152,760円
(12,730円)

第11段階 本人の前年の「合計所得金額」が520万円以上620万円未満の人 × 2.10 168,840円
(14,070円)

第12段階 本人の前年の「合計所得金額」が620万円以上720万円未満の人 × 2.30 184,920円
(15,410円)

第13段階 本人の前年の「合計所得金額」が720万円以上の人 × 2.40 192,960円
(16,080円)

年
額
を
８
回
に
分

け
て
毎
月
納
付
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

【軽減措置について】第1段階から第3段階の保険料には、公費（国・県・町の負担）を投入し基準額に対する割合を軽減する措置を講じています。

　

町
が
徴
収
す
る
65
歳
以
上
の

方
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の
『
介

護
保
険
料
』
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。


